※　この内規は，２０１３年４月１日をもって廃止しました。

研究所研究費の海外調査出張に関する内規

１．研究所研究費の海外研究調査出張(以下『海外研究出張』という。)については，この内規の定めるところによる。

２．研究所研究費について海外研究出張の研究費の支出を認める。

３．海外研究出張費の支出項目は次の通りとする。

イ．交通費

ロ．宿泊費

ハ．日当
４．海外研究出張費は，支出の上限を研究費総額の40％以内とする。ただし，これを超えての使用を希望する場合は，応募の時点で理由書をつけることとする。
５．この海外研究出張費は，在外研究，国際学会，海外出張等大学が別に支出する海外出張と重複受給することはできない。

６．海外研究出張を行う研究者は，研究申請書及び実施計画書に渡航目的，研究上の必要性，行先，期間及び費用等を明記し，費用の見積書を添付して運営委員会の承認を得るものとする。

７．海外研究出張を行う研究者は，事前に所属学部長の了承を得たうえで『海外研究出張許可願』を，研究所長を経由して学長に提出するものとする。

８．この内規の適用を受けた者は，帰国後直ちに『研究出張報告書』を提出するものとする。

　　　附　則

　この内規は，昭和58年12月14日から施行する。

　　　附　則

　この内規は，昭和62年 7 月13日から施行する。

附　則

　この内規は，三研究所共通の内規とし,全研究種目について支出を認め,支出の上限を設け,２００３年４月１日から施行する。

　なお,科学技術研究所の海外調査出張についての申し合わせは廃止する。

　　　附　則

　この内規は，２００５年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この内規は，２００７年４月１日から施行する。
　　　附　則（２０１０年２月１日研究企画推進委員会承認）
　この内規は，２０１０年（平成２２年）２月２日から施行し，２００９年（平成２１年）４月１日から適用する。

　（注：海外出張旅費支給基準の制定に伴う改正）　
